
青
森
県
規
則
第

号

青
森
県
漁
業
経
営
維
持
安
定
資
金
利
子
補
給
規
則

（
利
子
補
給
）

第
一
条

県
は
、
漁
業
経
営
の
維
持
が
困
難
な
次
条
第
一
号
に
規
定
す
る
中
小
漁
業
者
が
そ
の
漁
業

経
営
の
再

建
を
図
る
た
め
緊

急
に
必
要
と
す
る

資
金
の
融
通
を

円
滑
に
す
る
た
め
、
当
該
資

金

を
貸
し
付
け
る
同

条
第
三
号
に
規

定
す
る
融
資
機
関

に
対
し
、
こ
の
規
則

の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
当
該
資
金
に
係
る
利
子
補
給
金
を
交
付
す
る
。

（
漁
業
経
営
維
持
安
定
資
金
）

第
二
条

前
条
の
利
子
補
給
の
対
象
と
な
る
資
金
（
以
下
「
漁
業
経
営
維
持
安
定
資
金
」
と
い
う
。
）

は
、
次
に
掲
げ
る
す
べ
て
の
要
件
を
満
た
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

貸
付
対
象
者
が
、
次
に
掲
げ
る
者
（
漁
業
経
営
の
改
善
及
び
再
建
整
備
に
関
す
る
特
別
措
置

法

施
行
令
（
昭

和
五
十
一
年
政
令

第
百
三
十
二
号

）
第
二
条
各
号
に

掲
げ
る
業
種
に
係

る
漁

業
を
主
と
し
て
営
む
も
の
を
除
く
。
以
下
「
中
小
漁
業
者
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
知
事
が
別
に

定
め
る
要

件
に
該
当
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、

知
事
が
別
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り

作
成
し
た

漁
業
経
営
再
建
計
画
（
以
下
「
再
建
計
画
」
と
い
う
。
）
が
適
当
で
あ
る
旨
の
知
事
の
認
定
を

受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

漁
業
を
営
む
個
人
又
は
会
社
で
あ
っ
て
、
そ
の
常
時
使
用
す
る
従
業
者
の
数
が
三
百
人
以

下

で
あ
り
、
か

つ
、
そ
の
使

用
す
る
漁

船
（
漁
船
法
（

昭
和
二
十
五
年

法
律
第
百
七
十
八

号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
漁
船
を
い
う
。
）
の
合
計
総
ト
ン
数
が
三
千
ト
ン
以
下
で

あ
る
も
の

ロ

漁
業
を
営
む
漁
業
協
同
組
合
（
水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
四
十

二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
又
は
第
四
号
の
事
業
を
行
う
漁
業
協
同
組
合
を
除
く
。
）

ハ

漁
業
生
産
組
合

二

再
建
計
画
の
認
定
を
受
け
た
中
小
漁
業
者
が
当
該
認
定
に
係
る
再
建
計
画
に
従
い
、
固
定
し

た
債
務

の
返
済
そ
の
他

の
漁
業
経
営
の
再

建
を
図
る
た
め
に

必
要
な
債
務
（
知

事
が
別
に
定



め
る
も
の
に
限
る

。
）
の
整
理
を
行
う
の
に
緊
急
に
必
要
な
資
金
で
あ
る
こ
と
。

三

融
資
を
行
う
者
が
次
に
掲
げ
る
金
融
機
関
（
以
下
「
融
資
機
関
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
。

イ

水
産
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
第
一
項
第
三
号
の
事
業
を
行
う
漁
業
協
同
組
合

ロ

水
産
業
協
同
組
合
法
第
八
十
七
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
の
事
業
を
行
う
漁
業
協
同

組
合
連
合
会

ハ

農
林
中
央
金
庫

ニ

銀
行

ホ

信
用
金
庫

ヘ

信
用
協
同
組
合

四

一
中
小
漁
業
者
当
た
り
の
貸
付
限
度
額
が
知
事
が
別
に
定
め
る
額
で
あ
る
こ
と
。

五

償
還
期
間
（
据
置
期
間
を
含
む

。
）
が
十
年
以
内
（
貸
付
対
象
者
の
財
務
状
況
等
か
ら
み
て

漁
業
経
営

の
再
建
を
図
る
た

め
に
特
に
必
要

が
あ
る
と
認
め
ら

れ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
十

五
年
以
内
）
で
あ
る
こ
と
。

六

据
置
期
間
が
三
年
以
内
で
あ
る
こ
と
。

七

償
還
方
法
が
均
等
年
賦
払
の
方
法
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

八

貸
付
利
率
が
知
事
が
別
に
定
め
る
利
率
で
あ
る
こ
と
。

（
利
子
補
給
率
）

第
三
条

漁
業
経
営
維
持
安
定
資
金
の
利
子
補
給
率
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

区

分

利

子

補

給

率

一

以
西
底
び
き
網
漁
業
（
漁
業
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
指
定

漁
業
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
三
十
八
年
政
令
第
六
号
）
第
一
項

第

二
号

に
掲

げ
る

漁
業

を
い

う

。
）

又
は

近
海

か
つ

お
・

ま
ぐ

ろ
漁
業
（
同
令
第
一
項
第
九
号
に
掲
げ
る

漁
業
（
総
ト
ン
数
十

年
〇
・
八
パ
ー
セ
ン
ト

ト
ン
以
上
二
十
ト
ン
未
満
の
動
力
漁
船
に
よ
る
も
の
を
除
く

。
）

を

い
う

。
）

を
主

と
し

て
営

む
中

小
漁

業
者

に
貸

し
付

け
た

資

金



二

前
号
の
中
小
漁
業
者
以
外
の
中
小
漁
業
者
に
貸
し
付
け
た
資

年
一
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト

金
（
利
子
補
給
契
約
書
）

第
四
条

第
一
条
の
利
子
補
給
に
つ
い
て
の
契
約
は
、
知
事
が
当
該
融
資
機
関
と
の
間
に
締
結
す
る

利
子
補
給
契
約
書
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
利
子
補
給
金
の
額
）

第
五
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
利
子
補
給
金
の
額
は
、
毎
年
一
月
一
日
か
ら
六
月
三
十

日
ま

で
及
び
七
月
一
日

か
ら
十
二
月
三
十

一
日
ま
で
の
各
期

間
に
お
け
る
漁
業
経

営
維
持
安
定

資
金
に
つ
き

、
第
三
条
に
規

定
す
る
利
子
補
給

率
ご
と
に
算
出
し

た
融
資
平
均
残
高
（
計
算

期

間
中
の
毎
日
の
最
高
残
高
（
延
滞
額
を
除
く

。
）
の
総
和
を
そ
の
期
間
中
の
日
数
で
除
し
て
得
た

金
額
を
い
う

。
）
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
利
子
補
給
率
の
割
合
で
計
算
し
た
金
額
の
合
計
額
と

す
る
。

（
利
子
補
給
金
の
支
払
）

第
六
条

県
は
、
融
資
機
関
か
ら
利
子
補
給
の
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
知
事
が
適
当
で
あ

る
と
認
め
た

と
き
は
、
当
該
請

求
書
を
受
理
し

た
日
か
ら
三
十
日

以
内
に
こ
れ
を
支
払
う
も
の

と
す
る
。

（
利
子
補
給
金
の
打
切
り
等
）

第
七
条

県
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
融
資
機
関
に
対
す
る
利
子
補
給
金

を
打
ち
切
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

一

知
事
が
当
該
利
子
補
給
に
係
る
再
建
計
画
の
認
定
の
取
消
し
を
行
っ
た
と
き
。

二

漁
業
経
営
維
持
安
定
資
金
を
借
り
受
け
た
者
が
そ
の
借
入
金
を
そ
の
目
的
以
外
の
目
的
に
使

用
し
た
と
き
。

２

県
は
、
融
資
機
関
が
こ
の
規
則
又
は
第
四
条
の
利
子
補
給
契
約
書
の
条
項
に
違
反
し
た
と
き
は

、

融
資
機
関
に
対

す
る
利
子
補
給
金

を
打
ち
切
り
、

又
は
既
に
交
付
し
た

利
子
補
給
金
の
全
部
若

し
く
は
一
部
の
返
還
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

（
報
告
の
徴
収
等
）



第
八
条

融
資
機
関
は
、
知
事
が
当
該
融
資
機
関
の
行
っ
た
漁
業
経
営
維
持
安
定
資
金
の
融
資
に
関

し
報

告
を
求
め
た
場
合

又
は
そ
の
職
員

を
し
て
当
該
融
資

に
関
す
る
帳
簿
、
書
類

等
を
調
査
さ

せ
る
こ
と
を
必
要
と
し
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
青
森
県
補
助
金
等
の
交
付
に
関
す
る
規
則
の
適
用
除
外
）

第
九
条

こ
の
規
則
に
よ
る
利
子
補
給
に
つ
い
て
は
、
青
森
県
補
助
金
等
の
交
付
に
関
す
る
規
則
（
昭

和
四
十
五
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号
）
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
青
森
県
漁
業
経
営
維
持
安
定
資
金
利
子
補
給
規
則
の
廃
止
）

２

青
森
県
漁
業
経
営
維
持
安
定
資
金
利
子
補
給
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
十
一
月
青
森
県
規
則
第
七

十
九
号
）
は
、
廃
止
す
る
。


